




動物由来感染症予防体制整備事業

（疾病予防事業費等補助金）
１／２負担
下限20万円

（１）動物由来感染症に関する研修、
普及啓発

・研修会の開催、テキスト作成等
・ポスター、リーフレットの作成、配布、
ホームページの開設　等

（３）対応計画策定、連携体制整備
・検討会の設置
・発生時対応計画、マニュアル等の作成
・連携体制の整備

（2）情報収集・分析・提供体制の整備
・検討会の設置
・疫学情報の収集
・情報提供

動物由来感染症対策検討会
（共用の検討会として設置可）

対応体制整備検討会

情報関連体制整備検討会

感染症発生動向調査

動物由来感染症対策に係る補助事業について
（事業内容と費用負担区分）

（保険事業費等負担金）
１／２負担

（４）緊急調査に基づく情報収集

病原体保有状況調査、採材、検査等に
係る費用

（感染症法第15条に基づく調査）

病原体保有状況調査、採材、検査等に
係る費用

（感染症法第15条に基づく調査）




